
生活サポート一時金支払特約 

 

「用語の説明」 

 

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合の

ほか、次のとおりとします。 

（５０音順） 

 用語 説明 

こ 骨折等 骨折（注１）または脱臼（注２）をいいます。 

（注１）骨折とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶え

た状態をいいます。ただし、病的骨折および特発骨折は含みませ

ん。 

 

（注２）脱臼とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係か

ら偏位した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼およ

び反復性脱臼は含みません。 

し 事故 第１条（保険金を支払う場合）に規定する事故をいいます。 

せ 生活サポー

ト一時保険

金額 

この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者

に支払うべき保険金額の基準となる額であって、保険証券にその被

保険者の生活サポート一時保険金額として記載された額をいいま

す。 

ほ 保険金 この特約により補償される骨折等が発生した場合に、当社が被保険

者に支払うべき金銭であって、生活サポート一時金をいいます。 

 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって、その下肢（注）に被った骨折

等に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。 

（注）下肢には、足指を含みません。 

 

第２条（保険金を支払わない場合－その１） 

当社は、次のいずれかに該当する事由によって被った骨折等に対しては、保険金を支払

いません。 

① 保険契約者（注１）または被保険者の故意または重大な過失 

② 本条①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者（注２）の故意または重大な過失。

ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその

者が受け取るべき金額に限ります。 

③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 



④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 

ア．被保険者が法令に定められた運転資格（注３）を持たないで自動車等を運転してい

る間 

イ．被保険者が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６５条（酒気帯び運転等の

禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 

ウ．被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転が

できないおそれがある状態で自動車等を運転している間 

⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 

⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 

⑦ 当社が保険金を支払うべき骨折等の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他

の医療処置 

⑧ 被保険者に対する刑の執行 

⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

または暴動 

⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

⑪ 核燃料物質（注４）もしくは核燃料物質（注４）によって汚染された物（注５）の放

射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

⑫ 本条⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に

基づいて発生した事故 

⑬ 本条⑪以外の放射線照射または放射能汚染 

（注１）保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するそ

の他の機関をいいます。 

（注２）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務

を執行するその他の機関をいいます。 

（注３）法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。 

（注４）核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 

（注５）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 

 

第３条（保険金を支払わない場合－その２） 

当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った骨折等

に対しては、保険金を支払いません。 

① 被保険者が別表１に掲げる運動等を行っている間 

② 被保険者の職業が別表２に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険

者がその職業に従事している間 

③ 被保険者が次のいずれかに該当する間 

ア．乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条③ウ．に該当する場合を除き、

自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。 

イ．乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方

法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条③ウ．に該当する場合を除き、

道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保

険金を支払います。 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等

を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使

用している間 



 

第４条（支払保険金） 

（１）当社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の骨折等を被った場合は、生活サ

ポート一時保険金額を保険金として被保険者に支払います。 

（２）本条（１）の規定にかかわらず、保険金の支払は、保険期間を通じ１回に限ります。 

 

第５条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い） 

（１）被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の骨折等を被った場合は、保険契約者、被

保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日

を含めて３０日以内に、事故発生の状況および骨折等の程度を当社に通知しなければな

りません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被

保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりま

せん。 

（２）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条（１）

の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げな

かった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被っ

た損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

 

第６条（保険金の請求） 

（１）普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（１）に定める時は、第１条（保険

金を支払う場合）に該当した時とします。 

（２）普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（２）に定める書類は、別表３に掲

げる書類とします。 

 

第７条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求） 

（１）当社は、第５条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）の規定による通

知または普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）およびこの特約第６条（保険金

の請求）の規定による請求を受けた場合は、骨折等の程度の認定その他保険金の支払にあ

たり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、

当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めること

ができます。 

（２）本条（１）の規定による診断または死体の検案（注１）のために要した費用（注２）

は、当社が負担します。 

（注１）死体の検案とは、死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 

（注２）費用には、収入の喪失を含みません。 

 



第８条（代位） 

当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第１条（保

険金を支払う場合）の骨折等について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移

転しません。 

 

第９条（生活サポート一時金の受取人の変更） 

保険契約者は、生活サポート一時金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、

または変更することはできません。 

 

第１０条（準用規定） 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約

款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。 

 

別表１ （第３条（保険金を支払わない場合－その２）①の運動等） 

 

山岳登はん（注１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（注２）操縦（注

３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（注４）搭乗、ジャイロ

プレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 

（注１）山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する

もの、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）をいい、登る壁の高さ

が５ｍ以下であるボルダリングを含みません。 

（注２）航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 

（注３）航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。 

（注４）超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライ

ト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 

 

別表２ 第３条（保険金を支払わない場合－その２）②の職業 

 

オートテスター（注１）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モ

ーターボート競争選手、猛獣取扱者（注２）、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲ

ーム選手（注３）、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 

（注１）オートテスターとは、テストライダーをいいます。 

（注２）猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。 

（注３）ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。 

 

別表３（第６条（保険金の請求）関係） 



 

保 険 金 請 求 書 類 

提出書類 

（１）保険金請求書 

（２）保険証券 

（３）当社の定める傷害状況報告書 

（４）公の機関（注１）の事故証明書 

（５）骨折等の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 

（６）被保険者の印鑑証明書 

（７）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（注２） 

（８）その他当社が普通保険約款基本条項第１８条（保険金の支払）（１）に定める必要

な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の

際に当社が交付する書面等において定めたもの 

（注１）公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。 

（注２）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に

委任する場合に必要とします。 

 


